
平成28年６月24日

（単位：百万円）

金　　　　　　額 金　　　　　　額

83,425 1,309,173 

現 金 23,921 当 座 預 金 64,860 

預 け 金 59,503 普 通 預 金 429,308 

26 貯 蓄 預 金 1,820 

商 品 地 方 債 26 通 知 預 金 7,937 

303,771 定 期 預 金 784,465 

国 債 120,800 定 期 積 金 18,101 

地 方 債 9,942 そ の 他 の 預 金 2,680 

社 債 74,860 4,645 

株 式 5,621 36,500 

そ の 他 の 証 券 92,546 借 入 金 36,500 

1,024,711 9,351 

割 引 手 形 6,939 未 決 済 為 替 借 306 

手 形 貸 付 37,700 未 払 法 人 税 等 92 

証 書 貸 付 900,051 未 払 費 用 2,087 

当 座 貸 越 80,019 前 受 収 益 527 

255 従 業 員 預 り 金 245 

外 国 他 店 預 け 248 給 付 補 填 備 金 14 

取 立 外 国 為 替 7 資 産 除 去 債 務 106 

3,129 そ の 他 の 負 債 5,971 

未 決 済 為 替 貸 112 1,748 

前 払 費 用 4 330 

未 収 収 益 1,193 1,669 

そ の 他 の 資 産 1,818 5,247 

16,418 1,368,666 

建 物 4,774 （ 純 資 産 の 部 ）

土 地 10,021 22,700 

建 設 仮 勘 定 4 29,099 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,616 資 本 準 備 金 20,641 

2,360 そ の 他 資 本 剰 余 金 8,457 

ソ フ ト ウ ェ ア 2,194 11,031 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 165 利 益 準 備 金 1,212 

2,392 そ の 他 利 益 剰 余 金 9,818 

2,543 繰 越 利 益 剰 余 金 9,818 

5,247 62,830 

△ 6,878 2,286 

3,620 

5,906 

68,736 

1,437,403 1,437,403 

有 形 固 定 資 産 負　債　の　部　合　計

資 本 金

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

支 払 承 諾

そ の 他 負 債

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

再評価に係る繰延税金負債

退 職 給 付 引 当 金

科　　　　　　目

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

科　　　　　　目

借 用 金

預 金現 金 預 け 金

商 品 有 価 証 券

有 価 証 券

譲 渡 性 預 金

負債 及び 純資産の部 合計

資 本 剰 余 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計

繰 延 税 金 資 産

無 形 固 定 資 産

支 払 承 諾 見 返

利 益 剰 余 金

貸 倒 引 当 金

前 払 年 金 費 用

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

土 地 再 評 価 差 額 金

第 168 期　　決 算 公 告

山 形 県 山 形 市 旅 篭 町 三 丁 目 ２ 番 ３ 号

株 式 会 社 き ら や か 銀 行
取締役 頭取　 　 粟   　野　     学

貸借対照表 （平成28年3月31日現在）　
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  　　損益計算書

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額

24,821 

20,300

貸 出 金 利 息 14,606

有 価 証 券 利 息 配 当 金 5,559

コ ー ル ロ ー ン 利 息 15

預 け 金 利 息 70

そ の 他 の 受 入 利 息 47

2,881

受 入 為 替 手 数 料 934

そ の 他 の 役 務 収 益 1,946

857

外 国 為 替 売 買 益 11

商 品 有 価 証 券 売 買 益 0

国 債 等 債 券 売 却 益 845

そ の 他 の 業 務 収 益 0

782

償 却 債 権 取 立 益 379

株 式 等 売 却 益 146

そ の 他 の 経 常 収 益 256

22,084

1,734

預 金 利 息 1,430

譲 渡 性 預 金 利 息 35

コ ー ル マ ネ ー 利 息 0

借 用 金 利 息 46

社 債 利 息 221

そ の 他 の 支 払 利 息 1

1,491

支 払 為 替 手 数 料 345

そ の 他 の 役 務 費 用 1,146

565

国 債 等 債 券 売 却 損 14

国 債 等 債 券 償 還 損 550

15,728

2,564

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,318

貸 出 金 償 却 244

株 式 等 売 却 損 6

株 式 等 償 却 1

そ の 他 の 経 常 費 用 993

2,737

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

　平成27年 4月  1日から
  平成28年 3月 31日まで

経 常 利 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用
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（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額

214

固 定 資 産 処 分 損 5

減 損 損 失 208

2,522

126

271

398

2,124

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益
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 個別注記表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

2．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証

券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法

により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均

法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている

有価証券の評価は、時価法により行っております。 

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定額法により償却しております。また、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建 物  15年～50年 

その他  ３年 ～６年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」（及び「無形固定資

産」）中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。な

お、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額と

し、それ以外のものは零としております。 

5．繰延資産の処理方法 

株式交付費は、３年間の均等償却を行っております。 

社債発行費は、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。 

なお、繰延資産は、その他資産に含めて計上しております。 

6．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

7．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」とい

う。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に

係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の
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処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま

た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込

額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上し

ております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等

に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該

部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の

評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債

権額から直接減額しており、その金額は5,536百万円であります。 

 (2) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定に

あたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式

基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のと

おりであります。 

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定

額法により費用処理 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理 

(3) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に

備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しており

ます。 

8．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金

融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査

委員会報告第24号 平成14年２月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）

に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を

相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワッ

プ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キ

ャッシュ･フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相

関関係の検証により有効性の評価をしております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業

における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25

号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法について

は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為

替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッ

ジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価
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しております。 

9．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は､税抜方式によってお

ります。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

 

 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当行における建物及びその他の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は、従来、

主として定率法を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。 

当行は、第４次中期経営計画において、当事業年度以降、基幹系システム更改を中心とした事

務機器等の大規模な更新投資が見込まれるため、投資案件について投資形態のあり方等も含めて

総合的に検討を行いました。 

これらの検討を契機に有形固定資産の減価償却方法を見直したところ、当行の事務機器等及び

営業用店舗等は長期安定的に使用され、その使用価値は存続期間を通じて概ね一定であるため、

使用実態に合わせて減価償却方法を定額法へ変更することが、経営の実態をより適切に反映する

ものと判断いたしました。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当事業年度の経常利益及び税引前当期純

利益はそれぞれ 292百万円増加しております。 

 

 

貸借対照表に関する注記 

1．関係会社の株式（及び出資金）総額 963百万円 

2．貸出金のうち、破綻先債権額は2,142百万円、延滞債権額は17,372百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事

由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった

貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、

法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅

延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は3,013百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の

減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ

た貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は22,528

百万円であります。 

なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これに

より受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき

る権利を有しておりますが、その額面金額は、6,939百万円であります。 

7．担保に供している資産は次のとおりであります。 
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担保に供している資産   

現金預け金 7 百万円 

有価証券 50,971 百万円 

担保資産に対応する債務   

預金 277 百万円 

借用金 36,500 百万円 

   

上記のほか、為替決済、共同システム等の取引の担保として、有価証券14,282百万円を差し

入れております。 

また、その他の資産には、保証金527百万円が含まれております。 

8．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を

受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し

付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、104,919百万円で

あります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なも

の）が104,919百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ

のものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これら

の契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実

行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられて

おります。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約

後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直

し、与信保全上の措置等を講じております。 

9．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に

計上しております。 

再評価を行った年月日  平成11年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に

定める地価公示法の規定により公示された価格、第２条第３号に定める土地課税台帳及び第

４号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官

が定めて公表した方法に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算等合理的な調整を行っ

て算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該

事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 5,243百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額 19,330百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額 1,680百万円 

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債

に対する当行の保証債務の額は 10,957百万円であります。  

13．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 12百万円 

14．関係会社に対する金銭債権総額 40百万円 

15．関係会社に対する金銭債務総額 8,592百万円 

16. 銀行法第 18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第 445 条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定
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にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資

本準備金又は利益準備金として計上しております。 

当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、203 百万円であります。 

14．単体自己資本比率（国内基準） 9.13％ 。 
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損益計算書に関する注記 

1．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 69 百万円 

役務取引等に係る収益総額 23 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 27 百万円 

その他の取引に係る収益総額 － 百万円 

関係会社との取引による費用   

資金調達取引に係る費用総額 1 百万円 

役務取引等に係る費用総額 137 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 1,223 百万円 

その他の取引に係る費用総額 － 百万円 

2. 当事業年度において、当行が保有する以下の資産について使用目的を変更すること及び使用を

中止又は中止を予定したこと等に伴い投資額の回収が見込めなくなったことから、減損損失を計

上しております。 

 

減損損失                   （単位：百万円） 

用途 種類 場所 金額 

営業用店舗 建 物 山形県 9 

営業用店舗 土 地 山形県 8 

営業用店舗 その他 山形県 1 

遊 休 土 地 山形県 173 

遊 休 建 物 山形県 10 

遊 休 建 物 埼玉県 4 

遊 休 その他 山形県 0 

合計 208 

資産のグルーピングは、営業用店舗については、それぞれを収益管理上の区分ごとにグルー

ピングし、最小単位としております。また、遊休資産及び使用中止予定資産は、各資産を最小

単位としております。本部等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから

共用資産としております。 

なお、当事業年度の減損損失の測定に使用した回収可能額は正味売却価額であります。正味

売却価額は、不動産鑑定評価書、地価公示法により公示された価格及び資産の減価償却計算に用

いている税法規定に基づく残存価額等に基づき算定した金額であります。 
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 有価証券に関する注記 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証

券」が含まれております。 

1．売買目的有価証券（平成 28 年３月 31 日現在） 

 
当事業年度の損益に含まれた評価差額 

（百万円） 

売買目的有価証券 0 

 

2．満期保有目的の債券（平成28年３月31日現在） 

 

種類 

貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が貸借対照

表計上額を超え

るもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 7,000 7,350 350 

小計 7,000 7,350 350 

時価が貸借対照

表計上額を超え

ないもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小計 － － － 

合計 7,000 7,350 350 

 

3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成28年３月31日現在） 

 貸借対照表計上額

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 － － － 

関連法人等株式 － － － 

合計 － － － 

  （注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等

株式 

 貸借対照表計上額

（百万円） 

子会社・子法人等株式 963 

関連法人等株式 0 

合計 963 

   これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、上表の「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 
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4. その他有価証券（平成28年３月31日現在） 

 

種類 

貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 

株式 2,795 1,587 1,207 

債券 204,531 199,861 4,669 

国債 120,800 118,675 2,124 

地方債 9,942 9,698 243 

社債 73,787 71,486 2,300 

その他 45,249 44,286 962 

小計 252,575 245,735 6,839 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 

株式 839 1,155 △316 

債券 1,072 1,084 △11 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 1,072 1,084 △11 

その他 40,297 43,655 △3,358 

小計 42,208 45,895 △3,686 

合計 294,784 291,630 3,153 

  （注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上額 

（百万円） 

株式 1,024 

その他 － 

合計 1,024 

    これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ

とから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

5. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

6. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 

 売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株式 320 146 6 

債券 46,711 845 0 

国債 46,358 844 － 

地方債 － － － 

社債 352 0 0 

その他 186 － 14 

合計 47,217 991 21 

 

7. 減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、

当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見
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込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするととも

に、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

当事業年度における減損処理額はありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準に

おいて、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。 

破綻先・実質破綻先・破綻懸念先 時価が取得原価に比べ下落 

要注意先 時価が取得原価に比べ30％以上下落 

正常先 

時価が取得原価に比べ50％以上下落、または、時価が

取得原価に比べ30％以上50％未満下落したもので市場

価格が一定水準以下で推移等 

破綻先：破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法

的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社 

実質破綻先：実質的に経営破綻に陥っている発行会社 

破綻懸念先：今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社 

要注意先：今後の管理に注意を要する発行会社 

正常先：上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社 

 

金銭の信託に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

税効果会計に関する注記 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産    

貸倒引当金 2,543 百万円 

税務上の繰越欠損金 2,280  

退職給付引当金 533  

未払確定拠出年金移換額 106  

減価償却 186  

その他 1,047  

繰延税金資産小計 6,698  

評価性引当額 △ 3,281  

繰延税金資産合計 3,416  

繰延税金負債   

  その他有価証券評価差額金 867  

  資産除去費用の資産計上額  5  

繰延税金負債合計 873  

繰延税金資産の純額 2,543 百万円 
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2. 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改

正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４

月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これ

に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.06％から、

平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見

込まれる一時差異等については30.69％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消

が見込まれる一時差異等については30.46％となります。この税率変更により、繰延税金資産

は120百万円減少し、その他有価証券評価差額金は45百万円増加し、法人税等調整額は166百

万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は87百万円減少し、土地再評価差額金は

同額増加しております。 

また、欠損金の繰越控除制度が平成28年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除前の

所得の金額の100分の60相当額が控除限度額とされ、平成29年４月１日以後に開始する事業年度

から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額が控除限度額とされることに伴い、繰延税金資

産は16百万円増加し、法人税等調整額は16百万円減少しております。 

 

  

１株当たり情報に関する注記 

 １株当たりの純資産額           297円 50 銭 

１株当たりの当期純利益金額        14 円 05 銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  ７ 円 64 銭 

 

 

関連当事者との取引に関する注記 

1. 親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 

2. 子会社及び関連会社等 

種 類 
会社等 

の名称 

議決権等 

の所有(被 

所有)割合 

関連当事者

との関係 

取引の 

内 容 

取引金額 

(百万円) 
科 目 

期末残高 

(百万円) 

子会社 

きらやか 

カード 

株式会社 

100％ 

（－） 

債 権 

被保証 

被保証 △ 6,602 － － 

支払保証料 

(注) 
137 － － 

（注）保証料率については、代弁率を基礎として、毎期交渉の上決定しております。また、

当事業年度末における債権被保証残高は62,426百万円であります。 

3. 兄弟会社等 

該当事項はありません。 

4. 役員及び個人主要株主等  

該当事項はありません。 

 

 

重要な後発事象に関する注記 

当行は、昭和リース株式会社(以下、「昭和リース」という。)の子会社であるきらやかリース

株式会社(以下、「きらやかリース」という。)の普通株式の一部を、平成 28年４月１日付で昭和

リースより取得し、子会社化しました。 

1. 企業結合の概要 

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容 
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   被取得企業の名称：きらやかリース 

   事業の内容：総合リース業 

(2) 企業結合を行った主な理由 

当行は、平成 21年より「本業支援」を展開し、お客様の多様な事業ニーズに積極的に対応し

てまいりました。平成 25年からは、じもとホールディングスグループにおいて「本業支援」を

統一行動指針として掲げ、宮城、山形両県に基盤を持つ唯一の金融機関グループとして「本業

支援」を推進しております。 

一方、きらやかリースは、当行の取引先を中心にリース・割賦等の営業を展開し、山形エリ

アにおいて強固な営業基盤を有しております。平成 20 年７月には、昭和リースの連結子会社と

なり、同社のノウハウや人材の提供を受け、営業の強化に努めてまいりました。 

今般の本株式取得により、きらやかリースが当行の子会社となることに伴い、今まで以上に

連携が強化され、お客様へのソリューションメニューの一つとして活用することにより、「本

業支援」の更なる進化が図られるものと判断しました。 

(3) 企業結合日 

平成 28年 4 月 1日 

(4) 企業結合の法的形式 

現金を対価とする株式取得 

(5) 結合後企業の名称 

   きらやかリース 

(6) 取得した議決権比率 

   企業結合直前に保有していた議決権比率：5.0% 

   企業結合日に追加取得した議決権比率：90.0% 

   取得後の議決権比率：95.0% 

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠 

   当行が現金を対価として株式を取得したため。 

2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 

  取得原価は現在算定中です。 

  なお、企業結合日に追加取得した株式の対価は、2,951 百万円です。 

3. 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

  現時点では確定しておりません。 

4. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  現時点では確定しておりません。 
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平成28年６月24日

 株 式 会 社 き ら や か 銀 行

（単位：百万円）

金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（負　債　の　部）

83,425 預 金 1,308,879 

26 譲 渡 性 預 金 4,645 

303,440 借 用 金 36,500 

1,025,737 そ の 他 負 債 10,316 

255 退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,047 

4,581 利 息 返 還 損 失 引 当 金 7 

16,452 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 330 

建 物 4,761 繰 延 税 金 負 債 88 

土 地 10,021 再評価に係る繰延税金負債 1,669 

リ ー ス 資 産 4 支 払 承 諾 5,247 

建 設 仮 勘 定 4 負債の部合計 1,369,733 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,660 （純 資 産 の 部）

2,388 資 本 金 22,700 

ソ フ ト ウ ェ ア 2,219 資 本 剰 余 金 27,907 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 168 利 益 剰 余 金 12,560 

3,561 株 主 資 本 合 計 63,167 

5,247 その他有価証券評価差額金 2,380 

△ 7,819 土 地 再 評 価 差 額 金 3,620 

退職給付に係る調整累計額 △ 1,831 

その他の包括利益累計額合計 4,168 

非 支 配 株 主 持 分 229 

純資産の部合計 67,565 

1,437,298 負債及び純資産の部合計 1,437,298 資産の部合計

繰 延 税 金 資 産

有 形 固 定 資 産

有 価 証 券

貸 出 金

商 品 有 価 証 券

（資　産　の　部）

無 形 固 定 資 産

貸 倒 引 当 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

支 払 承 諾 見 返

第 168期　　決 算 公 告

科　　　　　目

連結貸借対照表　（平成28年3月31日現在）

  山 形 県 山 形 市 旅 篭 町 三丁目２番３号

  取 締 役 頭 取　   粟   野　    学

現 金 預 け 金
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平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

（単位：百万円）

科                      目 金                        額

25,291 

20,397 

貸 出 金 利 息 14,760 

有 価 証 券 利 息 配 当 金 5,503 

コールローン利息及び買入手形利息 15 

預 け 金 利 息 70 

そ の 他 の 受 入 利 息 47 

3,238 

870 

784 

償 却 債 権 取 立 益 380 

そ の 他 の 経 常 収 益 404 

22,483

1,739

預 金 利 息 1,430

譲 渡 性 預 金 利 息 35

コールマネー利息及び売渡手形利息 0

借 用 金 利 息 46

社 債 利 息 221

そ の 他 の 支 払 利 息 5

1,550

567

16,046

2,579

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,214

そ の 他 の 経 常 費 用 1,364

2,808

213

持 分 変 動 利 益 213

214

固 定 資 産 処 分 損 5

減 損 損 失 208

2,807

143

303

446

2,361

1

2,360

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 経 常 収 益

そ の 他 業 務 収 益

    連結損益計算書

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

特 別 損 失

特 別 利 益

資 金 調 達 費 用

経 常 費 用

経 常 収 益

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額
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連 結 注 記 表 

 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に

基づいております。 

 

連結財務諸表の作成方針 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等 ３社 

会社名 

・きらやかカード株式会社 

・きらやかキャピタル株式会社 

・山形ビジネスサービス株式会社 

② 非連結の子会社及び子法人等  

      該当ありません。 

 

(2) 持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

② 持分法適用の関連法人等 １社 

会社名 

・株式会社富士通山形インフォテクノ 

（持分法適用の範囲の変更） 

持分法適用関連会社であった株式会社東北バンキングシステムズは、当行が保有し

ていたすべての株式を譲渡したため当連結会計年度より持分法適用の範囲から除外

しております。 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等   

     該当ありません。 

  ④ 持分法非適用の関連法人等 

該当ありません。 

 

(3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

すべての連結される子会社及び子法人等の決算日は連結決算日（３月末日）と一致してお

ります。 
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会計方針に関する事項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っておりま

す。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(ｲ)  有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額

法）、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却

原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるもの

については移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しておりま

す。 

(ﾛ)  有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用され

ている有価証券の評価は、時価法により行っております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

(4) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定額法により償却しております。また、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建 物  15年 ～ 50年 

その他    ３年 ～ ６年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）

に基づいて償却しております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」（及び｢無形固定資産｣)

中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、

残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、

それ以外のものは零としております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権

については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能

見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在

は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、

「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保

証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必

要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等 

に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該 

部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の
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評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債

権額から直接減額しており、その金額は 5,536百万円であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等

を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 

(6) 役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、一部の連結される子会社及び子法人等において、役員への賞与の支払

いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計

上しております。 

なお、当連結会計年度は、支給見込額が零であるため計上しておりません。 

(7) 利息返還損失引当金の計上基準 

         クレジットカード業を営む連結される子会社において、債務者等からの利息制限法の上限金

利を超過して支払った利息の返還請求に備えるため、利息返還損失引当金を計上しておりま

す。 

(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に 

備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しており 

ます。 

(9) 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ 

る方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の

差異の費用処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定 

額法により費用処理 

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数 

（11年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理 

なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の

計算に、退職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法

を適用しております。 

(10) 受取保証料（役務取引等収益）の計上基準 

         クレジットカード業を営む連結される子会社における受取保証料（役務取引等収益）につ

いては、当連結会計年度末における被保証債務残高が全額期限前弁済されると仮定した場合

に返戻を要する保証料額(契約に基づく金額)を、受取保証料の総額から除いた額を収益とし

て計上する方法を採用しております。 

(11) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建資産及び負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産及び負債はありません。 

 (12) 重要なヘッジ会計の方法 

(ｲ) 金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」と

いう。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相

場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である

金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しておりま
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す。また、キャッシュ･フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金

利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

(ﾛ) 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日。以下、「業種別監査委員会

報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法

については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ

取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等

に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジ

の有効性を評価しております。 

     連結される子会社及び子法人等は、ヘッジ会計を適用しておりません。 

 (13) 消費税等の会計処理 

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

 

 

会計方針の変更 

（「企業結合に関する会計基準」等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関

する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示

の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。 

 

 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当行並びに連結される子会社及び子法人等における建物及びその他の有形固定資産（リース資産 

を除く）の減価償却の方法は、従来、主として定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度よ

り定額法へ変更しております。 

当行は、第４次中期経営計画において、当連結会計年度以降、基幹系システム更改を中心とした 

事務機器等の大規模な更新投資が見込まれるため、投資案件について投資形態のあり方等も含めて

総合的に検討を行いました。 

これらの検討を契機に有形固定資産の減価償却方法を見直したところ、当行の事務機器等及び営 

業用店舗等は長期安定的に使用され、その使用価値は存続期間を通じて概ね一定であるため、使用

実態に合わせて減価償却方法を定額法へ変更することが、経営の実態をより適切に反映するものと

判断いたしました。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の経常利益及び税金等調整 

前当期純利益はそれぞれ302百万円増加しております。 

 

 

未適用の会計基準等 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月

28日） 

(1) 概要 

  本適用指針は、主に日本公認会計士協会 監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性
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の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する

指針について基本的にその内容を引き継いだ上で、一部見直しが行われたものです。 

(2) 適用予定日 

  当行は、当該適用指針を平成28年４月１日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定

であります。 

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

当該適用指針の適用による影響は、評価中であります。 

 

 

連結貸借対照表に関する注記 

1. 関係会社の株式（及び出資金）総額（連結子会社及び連結子法人等の株式（及び出資金）を除

く） 117百万円 

2．貸出金のうち、破綻先債権額は2,160百万円、延滞債権額は17,400百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出

金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税

法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号

に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は

支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延

している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は3,013百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸

出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は22,574

百万円であります。 

なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これに

より受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき

る権利を有しておりますが、その額面金額は、6,939百万円であります。 

7．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産   

   

現金預け金 7 百万円 

有価証券 50,971 百万円 

担保資産に対応する債務   

預金 277 百万円 

借用金 36,500 百万円 

上記のほか、為替決済、共同システム等の取引の担保として、有価証券14,282百万円を差し入
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れております。 

また、その他資産には保証金 527百万円が含まれております。 

8． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を

受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付

けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、117,153百万円であ

ります。このうち原契約期間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が

117,153百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ

のものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響

を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその

他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた

融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契

約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定

めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保

全上の措置等を講じております。 

9．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34号）に基づき、当行の事業用の

土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成 11年３月 31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10年３月 31日公布政令第 119号）第２条第１号に定

める地価公示法の規定により公示された価格、第２条第３号に定める土地課税台帳及び第４号に

定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算等合理的な調整を行って算出。 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額

と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額  5,243百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額 19,421百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額 1,680 百万円 

12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に

対する保証債務の額は 10,957 百万円であります。 

13．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 16百万

円 

14. 連結自己資本比率（国内基準）  9.16％。 

 

 

連結損益計算書に関する注記 

1．「その他の経常費用」には、貸出金償却 275百万円、株式等売却損６百万円、株式等償却１百万

円を含んでおります。 

2. 当連結会計年度に計上した持分変動利益は、持分法適用関連会社の株式譲渡に伴うものであり

ます。 

3. 当連結会計年度において、当行グループが保有する以下の資産について使用目的を変更するこ

と及び使用を中止又は中止を予定したこと等に伴い投資額の回収が見込めなくなったことから、

減損損失を計上しております。 
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減損損失                   （単位：百万円） 

用途 種類 場所 金額 

営業用店舗 建 物 山形県 9 

営業用店舗 土 地 山形県 8 

営業用店舗 その他 山形県 1 

遊 休 土 地 山形県 173 

遊 休 建 物 山形県 10 

遊 休 建 物 埼玉県 4 

遊 休 その他 山形県 0 

合計 208 

資産のグルーピングは、営業用店舗については、それぞれを収益管理上の区分ごとにグルーピ

ングし、最小単位としております。また、遊休資産及び使用中止予定資産は、各資産を最小単位

としております。本部等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資

産としております。 

なお、当連結会計年度の減損損失の測定に使用した回収可能額は正味売却価額であります。正

味売却価額は、不動産鑑定評価書、地価公示法により公示された価格及び資産の減価償却計算に

用いている税法規定に基づく残存価額等に基づき算定した金額であります。 

4.  連結包括利益計算書における包括利益の金額 △1,707 百万円。 
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金融商品に関する注記   

1. 金融商品の状況に関する事項   

(1) 金融商品に対する取組方針 

    当行グループ（以下、「当行」という。）は、銀行業務としてローン事業、有価証券での資

金の運用及び投資商品の販売などの金融サービス事業を行っております。これらの事業を行

うため、主に預金によって資金調達を行っております。 

    当行では金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な

影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）をしております。 

    また、将来の為替変動によるリスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。 

     当行の一部の連結される子会社及び子法人等では、クレジットカード業務及びベンチャー

キャピタル業務を行っております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行が保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧客

の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。 

    また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託及び組合出資金であり、満期保有目的、そ

の他保有目的で保有しております。 

    これらは、それぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リスク、為替リスク、市場価格の変

動リスクに晒されております。 

    社債は、一定の環境の下で当行が市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支払

いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。 

また、外貨建金融商品から生じる為替変動リスクをヘッジするために、通貨関連取引（為

替予約等）を行っております。外貨建金銭債権･債務の為替変動リスクを減殺するために行っ

ている先物為替取引は、時価評価をしております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ないしは消失

し、損失を被るリスクをいいます。 

    当行が、個別債務者に対する厳正な与信審査・管理を行うことで個別債務者の信用リスク

を管理するとともに、ポートフォリオ管理により銀行全体の信用リスクの分散を図っており

ます。 

    個別債務者の信用リスク管理については、審査部門が債務者毎に財務分析、業界動向、資

金使途、返済計画等の評価を行っております。評価は、新規与信実行時及び、実行後の自己

査定において定期的に行い、常に個別債務者の信用状況を把握するよう努めております。 

自己査定とは、債務者区分及び担保・保証等の状況をもとに、債権の回収の危険性の度合

いに応じて資産の分類を行うものです。審査部門は、自己査定の集計結果等を経営に報告し

ております。 

 銀行全体の与信ポートフォリオについては、リスク管理部門が、業種集中度合や大口集中

度合等のモニタリングを定期的に行い、集中リスクを排除したポートフォリオ構築を図って

おります。 

リスク管理部門は、モニタリング結果を定期的に経営に報告しております。 

当行では、行内格付制度を導入しております。行内格付制度は、個別債務者の信用度に応

じて信用格付を付与し分類するもので、案件審査や与信管理、与信ポートフォリオのモニタ

リングを行う際に利用しております。 

② 市場リスクの管理 

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、
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保有する資産・負債の価格が変動し損失を被るリスクや、資産・負債から生み出される収益

が変動し損失を被るリスクをいいます。 

       当行において、市場取引執行部門であるフロントオフィス、市場取引事務部門であるバッ

クオフィス、及びリスク管理部門であるミドルオフィスの３部門による相互牽制体制とし、

市場リスク管理態勢の強化に努めております。 

リスク管理部門は、市場リスク量を適切にコントロールするために市場リスクの状況をモ

ニタリングしております。具体的には、計量可能な市場リスクについては市場リスク量を計

測し、また、ストレス・テストやシミュレーション分析を行って、金利・株・為替市場が大

きく変動した場合に、当行が抱える市場リスク量や、当行の損益に与える影響等を試算して

おります。また、リスク管理部門は、市場リスクの状況について定期的に経営に報告してお

り、リスク管理委員会等において、市場リスクが当行の自己資本の状況に対して許容できる

状況に収まっていることを確認するとともに、市場リスクのコントロールに関する方針の検

討を行っております。 

当行において、市場リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「有価証券」、「貸出金」、

「預金」です。 

当行では、これらの金融資産、金融負債についてVaR(観測期間は１年、保有期間は政策投

資以外の上場株式、国債、地方債、社債、投資信託は２ヶ月、外国証券、預金、貸出金、政

策投資株式は６ヶ月、信頼区間は99％、分散・共分散法)を用いて市場リスク量として把握・

管理しております。 

当行の市場リスク量(VaR)は、平成28年3月31日現在、全体で11,508百万円となっておりま

す。 

なお、有価証券のVaRについて、市場リスク量の計測モデルの正確性を検証するため、モ

デルが計測したVaRと実際の損益変動額を比較するバックテストを実施しており、使用する

計測モデルは十分な精度で市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、VaR

は過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を算出し

ているため、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスク量は捕捉

できない可能性があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な

資金確保が困難になる場合や、通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされること

により損失を被る資金繰りリスク及び市場の混乱等により市場において取引ができなかった

り、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被る市場流動

性リスクをいいます。 

      当行は、日々の資金の運用、調達の状況の適切な管理を行い安定的な資金繰りを達成する

とともに、状況に応じた流動性準備や資金調達手段の方法を定めるなど、流動性の確保に十

分配慮した運営を行っております。 

 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用している

ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 

平成 28 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含め

ておりません（（注２）参照）。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照

表計上額 
時 価 差 額 

(1) 現金預け金 83,425 83,425 － 

(2) 有価証券 

満期保有目的の債券 7,000 7,350 350 

その他有価証券 295,147 295,147 － 

(3) 貸出金 1,025,737   

貸倒引当金（※１） △7,154   

1,018,582 1,029,735 11,152 

資産計 1,404,155 1,415,658 11,503 

(1) 預金 1,308,879 1,309,111 231 

(2) 譲渡性預金 4,645 4,646 1 

(3) 借用金 36,500 36,500 － 

負債計 1,350,024 1,350,257 232 

（※１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（※２） 連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法   

資 産 

(1) 現金預け金 

   満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時

価としております。満期のある預け金についても、約定期間が短期間（１年以内）であり、時

価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(2) 有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関及び情報ベンダーから提示され

た価格を時価としております。投資信託は、公表されている基準価格及び取引金融機関等から

提示された価格を時価としております。 

     自行保証付私募債は実質貸出金と同様とみなせるため、内部格付に基づく区分ごとに元利金

の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しており

ます。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「（有価証券に関する注記）」

に記載しております。 

(3) 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状

態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
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額を時価としております。 

   固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合 

計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。 

なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当 

該帳簿価額を時価としております。 

デリバティブの要素が含まれている貸出金及び住宅ローン債権は、取引金融機関及び情報ベ

ンダーから提示された価格を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・

フロー又は担保及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、

時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除し

た金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

    貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けてい

ないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているも

のと想定されるため、帳簿価額を時価としております。   

 

負 債 

(1) 預金、及び (2) 譲渡性預金 

    要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなし

ております。 

また、定期預金、定期積金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して将来のキャ

ッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け

入れる際に使用する利率を用いております。 

(3) 借用金 

借用金のうち、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合

計額を、当行の格付に応じた信用スプレッドを市場金利に加算した利率で割り引いて時価を算

定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額を時価としております。 

 

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のと

おりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区 分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式（※１）（※２） 1,175 

合  計 1,175 

（※１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから時価開示の対象とはしておりません。 

（※２）当連結会計年度において、非上場株式について１百万円減損処理を行っておりま

す。 
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（注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 

 
1 年以内 

1 年超 

3 年以内 

3 年超 

5 年以内 

5 年超 

7 年以内 

7 年超 

10年以内 
10 年超 

預け金 59,503 － － － － － 

有価証券 45,732 57,758 78,825 48,037 27,398 16,694 

満期保有目的の債券 － － － － － 7,000 

 うち国債 － － － － － － 

   地方債 － － － － － － 

   社債 － － － － － － 

   その他 － － － － － 7,000 

その他有価証券のう

ち満期があるもの 
45,732 57,758 78,825 48,037 27,398 9,694 

 うち国債 32,000 39,000 26,000 14,300 4,000 1,000 

   地方債 258 2,267 5,717 717 176 353 

   社債 7,989 12,083 20,249 28,092 3,920 － 

   その他 5,484 4,406 26,858 4,927 19,302 8,341 

貸出金 237,357 176,595 142,113 93,855 99,753 276,062 

合 計 342,594 234,353 220,938 141,893 127,152 292,757 

 

 

（注４） 借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 

 
1 年以内 

1 年超 

3 年以内 

3 年超 

5 年以内 

5 年超 

7 年以内 

7 年超 

10 年以内 
10 年超 

預金（※） 1,147,283 133,142 28,454 － － － 

譲渡性預金 4,645 － － － － － 

借用金 36,500 － － － － － 

合 計 1,188,428 133,142 28,454 － － － 

   （※）預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。 
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有価証券に関する注記 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。 

1．売買目的有価証券（平成 28 年３月 31 日現在） 

 
当連結会計年度の損益に含 

まれた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 0 

 

2．満期保有目的の債券（平成28年３月31日現在） 

 

種類 

連結貸借対照表

計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 7,000 7,350 350 

小計 7,000 7,350 350 

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えないもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小計 － － － 

合計 7,000 7,350 350 

 

3．その他有価証券（平成28年３月31日現在） 

 

種類 

連結貸借対照表

計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

株式 3,059 1,605 1,454 

債券 204,531 199,861 4,669 

国債 120,800 118,675 2,124 

地方債 9,942 9,698 243 

社債 73,787 71,486 2,300 

その他 45,293 44,311 981 

小計 252,883 245,778 7,105 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

株式 839 1,155 △316 

債券 1,072 1,084 △11 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 1,072 1,084 △11 

その他 40,352 43,715 △3,363 

小計 42,264 45,955 △3,691 

合計 295,147 291,733 3,413 

 

4．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 

  該当事項はありません。 
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5．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 

 売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

株式 336 152 6 

債券 46,711 845 0 

国債 46,358 844 － 

地方債 － － － 

社債 352 0 0 

その他 186 － 14 

合計 47,233 997 21 

 

6．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、

当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込

みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするととも

に、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額はありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準にお

いて、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。 

破綻先・実質破綻先・破綻懸念先 時価が取得原価に比べ下落 

要注意先 時価が取得原価に比べ30％以上下落 

正常先 

時価が取得原価に比べ50％以上下落、または、時価が取

得原価に比べ30％以上50％未満下落したもので市場価

格が一定水準以下で推移等 

破綻先：破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・

形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社 

実質破綻先：実質的に経営破綻に陥っている発行会社 

破綻懸念先：今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社 

要注意先：今後の管理に注意を要する発行会社 

正常先：上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社 

 

 

金銭の信託に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

 

税効果会計に関する注記 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正

する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日

以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.06％から、平成28年

４月１日に開始する連結会計年度及び平成29年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込

まれる一時差異等については30.69％に、平成30年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消

が見込まれる一時差異等については30.46％となります。この税率変更により、繰延税金資産は

166百万円減少し、繰延税金負債は１百万円減少し、その他有価証券評価差額金は47百万円増加
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し、退職給付に係る調整累計額が42百万円減少し、法人税等調整額は169百万円増加しておりま

す。再評価に係る繰延税金負債は87百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。

また、欠損金の繰越控除制度が平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の

所得の金額の100分の60相当額が控除限度額とされ、平成29年４月１日以後に開始する連結会計

年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額が控除限度額とされることに伴い、繰延税

金資産は16百万円増加し、法人税等調整額は同額減少しております。 

 

 

１株当たり情報に関する注記 

１株当たりの純資産額                       286円70銭 

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額           15円87銭 

潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額   ８円48銭 

 

 

重要な後発事象に関する注記 

当行は、昭和リース株式会社(以下、「昭和リース」という。)の子会社であるきらやかリース株

式会社(以下、「きらやかリース」という。)の普通株式の一部を、平成 28年４月１日付で昭和リー

スより取得し、子会社化しました。 

1. 企業結合の概要 

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容 

   被取得企業の名称：きらやかリース 

   事業の内容：総合リース業 

(2) 企業結合を行った主な理由 

当行は、平成 21年より「本業支援」を展開し、お客様の多様な事業ニーズに積極的に対応し

てまいりました。平成 25年からは、じもとホールディングスグループにおいて「本業支援」を

統一行動指針として掲げ、宮城、山形両県に基盤を持つ唯一の金融機関グループとして「本業支

援」を推進しております。 

一方、きらやかリースは、当行の取引先を中心にリース・割賦等の営業を展開し、山形エリア

において強固な営業基盤を有しております。平成 20年７月には、昭和リースの連結子会社とな

り、同社のノウハウや人材の提供を受け、営業の強化に努めてまいりました。 

今般の本株式取得により、きらやかリースが当行の子会社となることに伴い、今まで以上に連

携が強化され、お客様へのソリューションメニューの一つとして活用することにより、「本業支

援」の更なる進化が図られるものと判断しました。 

(3) 企業結合日 

平成 28年 4 月 1日 

(4) 企業結合の法的形式 

現金を対価とする株式取得 

(5) 結合後企業の名称 

   きらやかリース 

(6) 取得した議決権比率 

   企業結合直前に保有していた議決権比率：5.0% 

   企業結合日に追加取得した議決権比率：90.0% 

   取得後の議決権比率：95.0% 

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠 

   当行が現金を対価として株式を取得したため。 
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2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 

  取得原価は現在算定中です。 

  なお、企業結合日に追加取得した株式の対価は、2,951 百万円です。 

3. 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

  現時点では確定しておりません。 

4. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  現時点では確定しておりません。 

 

 

32


	01公告BS2803
	02公告PL2803
	03公告注記表2803
	10公告連結BS2803
	11公告連結PL2803
	13公告連結注記表2803



